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(57)【要約】
【課題】従来の凹凸付き太陽電池では大部分の光エネル
ギーは活用出来ていないという問題がある。このような
問題点を解決すべく、入射光の閉じ込め作用に優れる形
体の光電変換装置であり、一次太陽光入射単位面積当た
りについて、より大きな出力エネルギーを得ることがで
きる光電変換装置を提供する。
【解決手段】超高効率光電変換を可能とするため、一次
太陽光入射方向に対して、シリコン系材料を使用する括
れ形成部９、および括れの下方側に形成してなる抉れ部
１０を設けてなる外壁を設けて、光電変換領域が前記括
れ形体状に設けてなり、一次太陽光入射単位面積当たり
の実効光電変換表面積をより大きく設けてなり、光路長
をより大きく設けてなり、一次太陽光入射方向側に返す
光をより少なくする形体で、前記入射光を光電変換する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本発明は、入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光
の進行方向に対して括れ状の外壁を設けた柱形体の括れ付き光電変換装置。
【請求項２】
　本発明は、入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光
の進行方向に対して括れ状の内壁を設けた穴形体の括れ付き光電変換装置。
【請求項３】
　本発明は、入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光
の進行方向に対して括れ状の外壁を設けた柱形体と括れ状の内壁を設けた穴形体のハイブ
リッド配置の克れ付き光電変換装置。
【請求項４】
　本発明は、入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光
の進行方向に対して括れ状の外壁を設けて複数積み上げたトーテムポール状形体の括れ付
き光電変換装置。
【請求項５】
　本発明は、入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光
の進行方向に対して括れ状の内壁を複数積み上げた穴形体の括れ付き光電変換装置。
【請求項６】
　本発明は、入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光
の進行方向に対して括れ状の外壁を設けて複数積み上げたトーテムポール状形体の括れ付
き光電変換装置において、前記複数積み上げる中心軸が各々オフセットを設けてなる、あ
るいはスパイラル状の積み上げ配置を設けてなる括れ付き光電変換装置。
【請求項７】
　本発明は、入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光
の進行方向に対して括れ状の内壁を複数積み上げた穴形体の括れ付き光電変換装置におい
て、前記複数積み上げる中心軸が各々オフセットを設けてなる、あるいはスパイラル状の
積み上げ配置を設けてなる括れ付き光電変換装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入射光を電気に変換する光電変換領域を有する超高効率型光電変換装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、化石燃料の枯渇と石油消費で発生する二酸化炭素による地球温暖化が地球規模の
課題となっている。公的機関の石油需要見通しに依ると、特にアジア、中東の石油需要量
は膨らむ一方である。世界の電力発電量も増加を続けている。一般に地球の人口増大に対
して、エネルギー資源は残り少ないと言われている。そのような中、地球温暖化の環境改
善に向けて導入が進む新エネルギーの中で、現在、最も重要な技術と考えられているのが
太陽光発電である。
【０００３】
　これまで太陽光発電は、エネルギー変換効率が低いことから家庭用や小規模での運用が
主であった。太陽電池は、クリーンエネルギーの主役として家庭用だけでなく公的施設へ
の導入も拡大している。さらに、大規模な太陽光発電所の設置計画も公表されている。ま
た、再生可能エネルギーの活用を軸とした環境未来都市構想も提唱されてきている。太陽
光発電は再生可能エネルギーであり、太陽光発電の需要拡大が見込まれている。
【０００４】
　従来の光電変換領域を有する太陽電池は、太陽光を出来るだけ多く太陽電池内部に取り
込もうとして太陽電池表面にピラミッド断面形あるいは上下逆ピラミッド断面形の凹凸（
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テクスチャー）を設けている。しかし、まだ電力会社から購入する電気を代替するほどの
経済性には至っていない。太陽エネルギーの電気への変換効率の向上への取り組みが望ま
れている。現在の太陽エネルギーの電気への変換効率はおおよそ次である。多接合型太陽
電池の集光時セル変換効率は５０％程。非集光時で４０％程である。多結晶Ｓｉ型太陽電
池セルの光電変換効率は高いもので１９％程である。一般的に結晶シリコン型は１５％程
、薄膜シリコン型は１０％程、化合物型は１０％程、有機薄膜型は数％程、色素増感型は
数％程である。
【０００５】
　光電変換装置には太陽電池、イメージセンサー等がある。図２はそのような光電変換装
置の一例である表面凹凸付き結晶系太陽電池の従来例を示す断面図である。１は裏面電極
層、２は酸化膜、３はｐ型半導体、４はｐ＋拡散層、５はｎ型半導体、６はｎ＋拡散、７
は透明電極層（ＩＴＯ電極膜等）、８は取り出し電極である。
【０００６】
　図２に例示のように従来の太陽電池は太陽電池表面にピラミッド断面形あるいは上下逆
ピラミッド断面形の凹凸（テクスチャー）を該太陽電池表面の平板方向に繋がる様に設け
ている。
【０００７】
　先行技術文献と本願発明との対比について説明する。
先行技術文献全体として言えることは、該先行技術文献のいづれについても本願発明の一
次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。
【０００８】
　個別の先行技術文献について本願発明と対比すると、特許文献１には薄膜太陽電池につ
いてＰ型単結晶シリコン板の上に凹凸形状を形成する提案がされている。凹凸は発電層へ
の斜め入射で光の進む距離が長くなり、光の閉じ込めが良好に行われるとしている。特許
文献１に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太
陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。また、本願発明の
様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献２には透光
性絶縁基板上に凹凸を有する光透性樹脂層と、透明導電膜と、非晶質半導体層と、裏面電
極層とを順次積層してなる薄膜太陽電池について、前記凹凸は、互いに平行な線状に配設
されており、透光性基板側から入射した光は、透明導電膜と非晶質半導体層との界面で散
乱を起こし、非晶質半導体層での光の光路長が増加するという提案がなされている。特許
文献２に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太
陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一
次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献３には入射光を電
荷に変換する光電変換領域を有する固体光電子装置において光電変換領域の上方部に下側
からの光に対して反射機能を持つ反射膜を形成してなり、光電変換領域に入射した光（電
磁波）が光電変換領域・反射膜間にて反射を繰り返すように構成されてなることを特徴と
する固体光電子装置という提案がなされている。光電変換領域の上面と下面の少なくとも
一方を互いに異なる向きをもった複数面で構成したことを特徴としている。特許文献３に
記載の凹凸はＶ字またはＵ字あるいは半円形を形成するが太陽電池表面の平板方向に繋が
ってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換
装置とは異なる。また、本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてな
る言及は無い。特許文献４には複数の光電変換セルが所定の距離を隔てて複数配置され、
隣接する光電変換セル同士を電気的に直列に接続した光電変換装置において、隣接する第
１の領域間に挟まれる領域を第２の領域とした場合に、第２の領域は、絶縁性透明基板の
第２の領域に入射する光の進路を光電変換層の方向に変えるように形成された構成を有す
る光電変換装置という提案がなされている。特許文献４に記載の凹凸は太陽電池表面の平
板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けて
なる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設
けてなる言及は無い。特許文献５には絶縁透光性基板上に基板上に透明導電性材料からな
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る表面電極層と、バンドギャップの異なる光電変換層を基板面に垂直な方向に複数含む光
電変換体と、裏面電極層と、を含むセルが複数配列して形成されるとともに、裏面電極層
が形成される光電変換体側面は、側面の下部と表面電極層との交点を含み基板上に垂直に
形成した面との間の距離が基板から離れるにしたがって大きくなるように形成されている
光電変換装置という提案がなされている。特許文献５に記載の凹凸は本願発明の一次太陽
光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次
太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献６には、太陽電池ア
センブリは半導体層を積層した光電変換素子へ入射光を反射して集束させる反射凹面の底
部又はその上部に、前記光電変換素子が配置され、前記光電変換素子に前記入射光が到達
到達する途中に、その光の一部を波長変換する蛍光剤またはリン光材が配置されていると
いう提案がなされている。特許文献６に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がって
なる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置
とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無
い。特許文献７には導電性基板と該導電性基板の一主面に多数個接合され、表層に導電型
の半導体部を有し、かつ表面が複数の凸部を有する凹凸構造を成した導電型の半導体部を
有する結晶半導体粒子と、導電型の半導体部と部分的に接続された透光性導電層と、を備
えた光電変換装置という提案がなされている。特許文献７に記載の凹凸は太陽電池表面の
平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設け
てなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を
設けてなる言及は無い。特許文献８には透明絶縁基板の表面に凹凸構造を有することを特
徴とする薄膜太陽電池という提案がなされている。特許文献８に記載の凹凸は太陽電池表
面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を
設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形
体を設けてなる言及は無い。特許文献９には絶縁性透光基板上に透明導電膜からなる第１
電極層と、半導体膜からなり光電変換を行う光電変換層と、光を反射する導電膜からなる
第２電極層と、がこの従順で積層されてなる複数の光電変換セルが配設されるとともに、
隣接する前記光電変換セル同士が電気的に直列接続された薄膜光電変換装置であって、前
記絶縁性透光基板が略正多角形状を呈し、前記光電変換セルは、前記絶縁性透光基板の面
内方向において前記絶縁性透光基板の略中心部から外周に向かって放射線状に配置された
扇形の形状を呈すること、を特徴とする薄膜光電変換装置という提案がなされている。特
許文献９に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次
太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な
一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献１０には導電性
の第１電極層と、この上に形成され、複数の微細孔が形成された誘電体基材および複数の
微細孔を充填する金属材料からなる複数の微細金属体を備える金属充填誘電体層と、この
上に形成され、光電変換材料からなる光電変換層と、この上に形成された導電性の第２電
極とを有し、複数の微細金属体は、誘電体基材の微細孔を充填する充填部と、誘電体基材
から光電変換層内に飛び出す突出部とを有し、充填部の他端において第１電極層に導電性
の金属体であり、光電変換層は、突出部を覆うように誘電体基材上に形成され、前記微細
金属体は前記第１電極層に接続される前記充填部の他端が、前記第１電極層に貫入する脚
部を形成するものである光電変換デバイスという提案がなされている。特許文献１０に記
載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方
向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入
射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献１１には透光性基板上に、透
明導電膜からなる表面電極と、ｐ型半導体層、ｉ型半導体層、ｎ型半導体層の順に積層さ
れた光電変換半導体層と、少なくとも光反射性金属電極を備える裏面電極とを順次形成し
た薄膜太陽電池において、前記透明導電膜が、前記透光性基板側からＡｌ及びＧａがドー
プされた第一の酸化亜鉛膜、Ｔｉがドープされた酸化インジウム膜、Ａｌ及びＧａがドー
プされた第二の酸化亜鉛膜の順に設けられた積層体で、前記第一の酸化亜鉛膜の前記酸化
インジウム膜側の膜面が凹凸構造であることを特徴とする薄膜太陽電池という提案がなさ



(5) JP 2012-64910 A 2012.3.29

10

20

30

40

50

れている。特許文献１１に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、
本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。
本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献
１２には絶縁性透光基板上に、透明導電膜からなる第１電極層と、非晶質半導体膜からな
り光電変換を行う第１発電層と、微結晶質半導体膜からなり光電変換を行う第２発電層と
、光を反射する導電膜からなる第２電極層と、がこの順で積層された薄膜太陽電池であっ
て、前記第１電極層は、前記第１発電層側の表面に凹凸形状を有し、前記第１発電層は、
前記第１電極層の凹凸形状に対応して前記第２発電層側に凹凸形状が形成され、その凸部
の上面が前記絶縁性透光基板の面内方向と略平行な面とされていること、を特徴とする薄
膜太陽電池という提案がなされている。特許文献１２に記載の凹凸は太陽電池表面の平板
方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてな
る光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設け
てなる言及は無い。特許文献１３には太陽電池セルの受光面側に太陽電池セルを支持する
透明電極を備えた太陽電池モジュールにおいて、上記透明基板の入光面側に、錐状の凹み
あるいは錐状の突起が形成された光学指向性構造を備えた透明シートが積層されているこ
とを特徴とする太陽電池モジュールという提案がなされている。特許文献１３に記載の凹
凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対
して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向
に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－４０８３２号公報
【特許文献２】特開平１１－１９１６３２号公報
【特許文献３】特開第２０００－２０８７４７号公報
【特許文献４】特開第２００９－２３１４９９号公報
【特許文献５】特開第２００９－２８９８１７号公報
【特許文献６】特開第２００９－２０６２１２号公報
【特許文献７】特開第２００９－２０６４６９号公報
【特許文献８】特開第２００９－２２４４２７号公報
【特許文献９】特開第２００９－２９５９４３号公報
【特許文献１０】特開第２０１０－２７７９４号公報
【特許文献１１】特開第２０１０－３４２３０号公報
【特許文献１２】特開第２０１０－６２３０２号公報
【特許文献１３】特開第２０１０－１５３５７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　解決しようとする問題点は、従来の光電変換領域を有する太陽電池は、太陽光を出来る
だけ多く太陽電池内部に取り込もうとして太陽電池表面にピラミッド断面形あるいは上下
逆ピラミッド断面形の凹凸（テクスチャー）を設けているが、まだ電力会社から購入する
電気を代替するほどの経済性には至っていない点である。前記の光電変換効率のように従
来の凹凸付き太陽電池では大部分の光エネルギーは活用出来ていないという問題がある。
【００１１】
　本発明はこのような問題点を解決すべく為されたものであり、入射光の閉じ込め作用に
優れる形体の光電変換装置であり、一次太陽光入射単位面積当たりについて、より大きな
出力エネルギーを得ることができる光電変換装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、入射光を電気に変換する光電変換領域を有する光電変換装置において、超高
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効率光電変換を可能とするため、一次太陽光入射方向に対して括れ形成部９、および括れ
の下方側に形成してなる抉れ部１０を設けてなる外壁、あるいは内壁を設けて、光電変換
領域が前記括れ形体状に設けてなり、一次太陽光入射単位面積当たりの実効光電変換表面
積をより大きく設けてなり、光路長をより大きく設けてなり、一次太陽光入射方向側に返
す光をより少なくする形体で、前記入射光を光電変換することを主要な特徴とする。
【００１３】
　請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項５、請求項６、請求項７の光電変換
装置によれば、前記主要な特徴を備えているので、光の利用効率を高めることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　請求項１、請求項２、請求項３、請求項４、請求項５、請求項６、請求項７の光電変換
装置によれば、一次太陽光入射単位面積当たりの実効光電変換表面積がより大きくなり、
加えて、一次太陽光入射方向側に返す光をより少なくすることができるので、光の利用効
率を高めることができる。従って、エネルギー変換効率が高くなることで、出力当たりの
単価が改善され、出力の増加に伴って、経済性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明光電変換装置の一つの実施例で、請求項１の例を示す断面図である。
【図２】光電変換装置の従来例を示す断面図である。
【図３】本発明光電変換装置の一つの実施例で、請求項１の例を示す斜視図である。
【図４】本発明光電変換装置の一つの実施例で、請求項２の例を示す断面図である。
【図５】本発明光電変換装置の一つの実施例で、請求項３の例を示す斜視図である。
【図６】本発明光電変換装置の一つの実施例で、請求項４の例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は一次太陽光入射方向に対して光電変換領域に括れ形体を設けて、入射した光を
入射元の方向に、より反射させないように構成されてなる。より具体的には、きのこ柱状
に、括れと、前記括れの下方側に抉れを設けてなる光電変換領域を形成する態様が好適で
ある。前記括れは、傘状または軒状あるいはその庇状の構造で形成しても良い。穴状にす
る場合は、瓢箪形状に括れを設けてなる態様が好適である。前記きのこ柱状、前記瓢箪形
状は複数段に積み上げるとさらに良い。前記きのこ柱状と、前記瓢箪形状を組み合わせて
形成する態様でも良い。前記括れの下方側に形成する抉れ形状は砲弾断面形、あるいは上
下逆さＪ字状のステッキのように曲がる態様にしても良い。前記きのこ柱状、前記瓢箪形
状は複数段に積み上げる場合、前記各段ごとに膜厚、抉れ形状、膜材料を変えて、広い範
囲の波長の光を変換できるようにしても良い。前記きのこ柱状、前記瓢箪形状は複数段に
積み上げる場合、前記各段は直列の電気接続の態様を形成すると好適である。前記きのこ
柱状の頭部、前記瓢箪形状穴と隣接する瓢箪形状穴の間の上層表面に凸形状を設ける場合
は、球形、円錐形、多角錐等が良く、傾斜面の角度は大きく尖らす態様を形成すると好適
である。
【実施例】
【００１７】
　以下、本発明を図示実施例に従って説明する。図１は、きのこ柱形体を設けてなる本光
電変換装置の一つの実施例である。本光電変換装置の大きな特徴はｐ型半導体３とｎ型半
導体４の接合で形成される光電変換領域が括れ形体を設けてなることである。ｐ型半導体
３に括れ形成部９、および括れの下方側に形成してなる抉れ部１０を形成する。次にｐ型
半導体３とｎ型半導体４の接合を形成し、しかる後、ｎ＋拡散層と、透明電極層７を形成
してなる。次にｐ型半導体３の裏面に酸化膜２と、ｐ＋拡散層４と、裏面電極層１を形成
してなる。
【００１８】
　このような、きのこ柱形体を設けてなる本光電変換装置によれば、外部からの一次入射
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太陽光は、きのこ柱形体の頭部の光電変換層に入射して、前記太陽光は光電変換される。
きのこ柱形体の横を通過した一次入射太陽光については、きのこ柱形体の土台側の光電変
換層に入射して、前記太陽光は光電変換される。前記太陽光の一部は反射を繰り返す。そ
の際、きのこ柱形体に設けてなる括れ形成部９、および括れの下方側に形成してなる抉れ
部１０は反射光を閉じ込めて、一次太陽光入射方向側に返す光をより少なくする機能を果
たす。というのは、きのこ柱形体に設けてなる括れ形成部９、および括れの下方側に形成
してなる抉れ部１０が入射光を前記抉れ部の奥側へ導く作用を生ぜしめるからである。
【００１９】
　尚、太陽電池の製造プロセスは、蒸着、露光、蝕刻（エッチング）など、従来からの、
半導体、液晶パネルの製造プロセスを踏襲しており、前記括れ形成部９、および括れの下
方側に形成してなる抉れ部１０を形成することは、ＣＶＤ法や選択式露光、等方性エッチ
ング、選択式エッチング、あるいはＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　
Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ：化学的機械研磨）法であるダマシン法やデュアルダマシン法を選択
的に駆使して形成することが出来る。
【００２０】
　前記方法を選択的に駆使して形成した前記括れ形成部９、および括れの下方側に形成し
てなる抉れ部１０を前記光電変換領域に設けることで、太陽光の入射方向から観察すると
、本光電変換装置は、より黒体様に見えることになる。
【００２１】
他の実施例として、図４は入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素
子部に、入射光の進行方向に対して括れ状の内壁を設けた、穴形体の括れ付き光電変換装
置の例で、作用と効果については、前記図１と同様である。図５は入射光を電子等の電荷
に変換する光電変換領域を有する受光素子部に、入射光の進行方向に対して括れ状の外壁
を設けた柱形体と括れ状の内壁を設けた穴形体のハイブリッド配置の克れ付き光電変換装
置の例で、作用と効果については、前記図１と同様である。図６は入射光を電子等の電荷
に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光の進行方向に対して括れ状の外壁を
設けて複数積み上げたトーテムポール状形体の括れ付き光電変換装置の例で、作用と効果
については、前記図１と同様であり、光電変換領域が多段に設けてなるので、一次太陽光
入射単位面積当たりの実効光電変換表面積をより大きく設けてなり、光路長をより大きく
設けてなり、一次太陽光入射方向側に返す光をより少なくする形体にすることができる。
【符号の説明】
【００２２】
１・・・裏面電極層
２・・・酸化膜
３・・・ｐ型半導体
４・・・ｐ＋拡散層
５・・・ｎ型半導体
６・・・ｎ＋拡散層
７・・・透明電極層
８・・・取り出し電極
９・・・括れ形成部
１０・・・括れの下方側に形成してなる抉れ部
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月3日(2010.10.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　本発明は、入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光
の進行方向に対して括れ状の外壁を設けた柱形体と括れ状の内壁を設けた穴形体のハイブ
リッド配置の括れ付き光電変換装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　光電変換装置には太陽電池、イメージセンサー等がある。図２はそのような光電変換装
置の一例である表面凹凸付き結晶系太陽電池の従来例を示す断面図である。１は裏面電極
層、２は酸化膜、３はｐ型半導体、４はｐ＋拡散層、５はｎ型半導体、６はｎ＋拡散層、
７は透明電極層（ＩＴＯ電極膜等）、８は取り出し電極である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　個別の先行技術文献について本願発明と対比すると、特許文献１には薄膜太陽電池につ
いてＰ型単結晶シリコン板の上に凹凸形状を形成する提案がされている。凹凸は発電層へ
の斜め入射で光の進む距離が長くなり、光の閉じ込めが良好に行われるとしている。特許
文献１に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太
陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。また、本願発明の
様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献２には透光
性絶縁基板上に凹凸を有する透光性樹脂層と、透明導電膜と、非晶質半導体層と、裏面電
極層とを順次積層してなる薄膜太陽電池について、前記凹凸は、互いに平行な線状に配設
されており、透光性基板側から入射した光は、透明導電膜と非晶質半導体層との界面で散
乱を起こし、非晶質半導体層での光の光路長が増加するという提案がなされている。特許
文献２に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太
陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一
次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献３には入射光を電
荷に変換する光電変換領域を有する固体光電子装置において光電変換領域の上方部に下側
からの光に対して反射機能を持つ反射膜を形成してなり、光電変換領域に入射した光（電
磁波）が光電変換領域・反射膜間にて反射を繰り返すように構成されてなることを特徴と
する固体光電子装置という提案がなされている。光電変換領域の上面と下面の少なくとも
一方を互いに異なる向きをもった複数面で構成したことを特徴としている。特許文献３に
記載の凹凸はＶ字またはＵ字あるいは半円形を形成するが光電変換領域表面の平板方向に
繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電
変換装置とは異なる。また、本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設け
てなる言及は無い。特許文献４には複数の光電変換セルが所定の距離を隔てて複数配置さ
れ、隣接する光電変換セル同士を電気的に直列に接続した光電変換装置において、隣接す
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る第１の領域間に挟まれる領域を第２の領域とした場合に、第２の領域は、絶縁性透明基
板の第２の領域に入射する光の進路を光電変換層の方向に変えるように形成された構成を
有する光電変換装置という提案がなされている。特許文献４に記載の凹凸は太陽電池表面
の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設
けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体
を設けてなる言及は無い。特許文献５には絶縁透光性基板上に透明導電性材料からなる表
面電極層と、バンドギャップの異なる光電変換層を基板面に垂直な方向に複数含む光電変
換体と、裏面電極層と、を含むセルが複数配列して形成されるとともに、裏面電極層が形
成される光電変換体側面は、側面の下部と表面電極層との交点を含み基板上に垂直に形成
した面との間の距離が基板から離れるにしたがって大きくなるように形成されている光電
変換装置という提案がなされている。特許文献５に記載の凹凸は本願発明の一次太陽光入
射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽
光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献６には、太陽電池アセン
ブリは半導体層を積層した光電変換素子へ入射光を反射して集束させる反射凹面の底部又
はその上部に、前記光電変換素子が配置され、前記光電変換素子に前記入射光が到達する
途中に、その光の一部を波長変換する蛍光剤またはリン光材が配置されているという提案
がなされている。特許文献６に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状
で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異な
る。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許
文献７には導電性基板と該導電性基板の一主面に多数個接合され、表層に導電型の半導体
部を有し、かつ表面が複数の凸部を有する凹凸構造を成した導電型の半導体部を有する結
晶半導体粒子と、導電型の半導体部と部分的に接続された透光性導電層と、を備えた光電
変換装置という提案がなされている。特許文献７に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向
に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光
電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてな
る言及は無い。特許文献８には透明絶縁基板の表面に凹凸構造を有することを特徴とする
薄膜太陽電池という提案がなされている。特許文献８に記載の凹凸は太陽電池表面の平板
方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてな
る光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設け
てなる言及は無い。特許文献９には絶縁性透光基板上に透明導電膜からなる第１電極層と
、半導体膜からなり光電変換を行う光電変換層と、光を反射する導電膜からなる第２電極
層と、がこの順で積層されてなる複数の光電変換セルが配設されるとともに、隣接する前
記光電変換セル同士が電気的に直列接続された薄膜光電変換装置であって、前記絶縁性透
光基板が略正多角形状を呈し、前記光電変換セルは、前記絶縁性透光基板の面内方向にお
いて前記絶縁性透光基板の略中心部から外周に向かって放射線状に配置された扇形の形状
を呈すること、を特徴とする薄膜光電変換装置という提案がなされている。特許文献９に
記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射
方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光
入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献１０には導電性の第１電極
層と、この上に形成され、複数の微細孔が形成された誘電体基材および複数の微細孔を充
填する金属材料からなる複数の微細金属体を備える金属充填誘電体層と、この上に形成さ
れ、光電変換材料からなる光電変換層と、この上に形成された導電性の第２電極とを有し
、複数の微細金属体は、誘電体基材の微細孔を充填する充填部と、誘電体基材から光電変
換層内に飛び出す突出部とを有し、充填部の他端において第１電極層に導電性の金属体で
あり、光電変換層は、突出部を覆うように誘電体基材上に形成され、前記微細金属体は前
記第１電極層に接続される前記充填部の他端が、前記第１電極層に貫入する脚部を形成す
るものである光電変換デバイスという提案がなされている。特許文献１０に記載の凹凸は
太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して
括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対
して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献１１には透光性基板上に、透明導電膜か
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らなる表面電極と、ｐ型半導体層、ｉ型半導体層、ｎ型半導体層の順に積層された光電変
換半導体層と、少なくとも光反射性金属電極を備える裏面電極とを順次形成した薄膜太陽
電池において、前記透明導電膜が、前記透光性基板側からＡｌ及びＧａがドープされた第
一の酸化亜鉛膜、Ｔｉがドープされた酸化インジウム膜、Ａｌ及びＧａがドープされた第
二の酸化亜鉛膜の順に設けられた積層体で、前記第一の酸化亜鉛膜の前記酸化インジウム
膜側の膜面が凹凸構造であることを特徴とする薄膜太陽電池という提案がなされている。
特許文献１１に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の
一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の
様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献１２には絶
縁性透光基板上に、透明導電膜からなる第１電極層と、非晶質半導体膜からなり光電変換
を行う第１発電層と、微結晶質半導体膜からなり光電変換を行う第２発電層と、光を反射
する導電膜からなる第２電極層と、がこの順で積層された薄膜太陽電池であって、前記第
１電極層は、前記第１発電層側の表面に凹凸形状を有し、前記第１発電層は、前記第１電
極層の凹凸形状に対応して前記第２発電層側に凹凸形状が形成され、その凸部の上面が前
記絶縁性透光基板の面内方向と略平行な面とされていること、を特徴とする薄膜太陽電池
という提案がなされている。特許文献１２に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋が
ってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換
装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及
は無い。特許文献１３には太陽電池セルの受光面側に太陽電池セルを支持する透明電極を
備えた太陽電池モジュールにおいて、上記透明基板の入光面側に、錐状の凹みあるいは錐
状の突起が形成された光学指向性構造を備えた透明シートが積層されていることを特徴と
する太陽電池モジュールという提案がなされている。特許文献１３に記載の凹凸は太陽電
池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形
体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括
れ形体を設けてなる言及は無い。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　他の実施例として、図４は入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光
素子部に、入射光の進行方向に対して括れ状の内壁を設けた、穴形体の括れ付き光電変換
装置の例で、作用と効果については、前記図１と同様である。図５は入射光を電子等の電
荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に、入射光の進行方向に対して括れ状の外
壁を設けた柱形体と括れ状の内壁を設けた穴形体のハイブリッド配置の括れ付き光電変換
装置の例で、作用と効果については、前記図１と同様である。図６は入射光を電子等の電
荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に入射光の進行方向に対して括れ状の外壁
を設けて複数積み上げたトーテムポール状形体の括れ付き光電変換装置の例で、作用と効
果については、前記図１と同様であり、光電変換領域が多段に設けてなるので、一次太陽
光入射単位面積当たりの実効光電変換表面積をより大きく設けてなり、光路長をより大き
く設けてなり、一次太陽光入射方向側に返す光をより少なくする形体にすることができる
。
【手続補正５】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図４】

【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月23日(2011.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本発明は、日射量が最も多い本願装置の真上方向からの光入射を基準として前記装置を
設置し、太陽光の一般的光路変化である、前記光入射基準方向に対しての光入射角がプラ
ス９０度、マイナス９０度の範囲を考慮に入れて、前記装置を使用想定する場合に、１次
入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に、１次入射光の進行
方向に対して、前記光電変換領域が、１次入射光の進行方向に沿って形を成す曲線におい
て、前記曲線上に任意の２点を取る場合に、前記各点における接線の傾きについて、前記
１次入射光側の１点の接線の傾きを正とすると、前記残りの本願装置の基板寄りの１点の
接線の傾きが負となるように設けてなる括れ状の外壁を設けることを特徴とする、シリコ
ン系材料を使用する柱形体の括れ付き光電変換装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入射光を電気に変換する光電変換領域を有する超高効率型光電変換装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、化石燃料の枯渇と石油消費で発生する二酸化炭素による地球温暖化が地球規模の
課題となっている。公的機関の石油需要見通しに依ると、特にアジア、中東の石油需要量
は膨らむ一方である。世界の電力発電量も増加を続けている。一般に地球の人口増大に対
して、エネルギー資源は残り少ないと言われている。そのような中、地球温暖化の環境改
善に向けて導入が進む新エネルギーの中で、現在、最も重要な技術と考えられているのが
太陽光発電である。
【０００３】
　これまで太陽光発電は、エネルギー変換効率が低いことから家庭用や小規模での運用が
主であった。太陽電池は、クリーンエネルギーの主役として家庭用だけでなく公的施設へ
の導入も拡大している。さらに、大規模な太陽光発電所の設置計画も公表されている。ま
た、再生可能エネルギーの活用を軸とした環境未来都市構想も提唱されてきている。太陽
光発電は再生可能エネルギーであり、太陽光発電の需要拡大が見込まれている。
【０００４】
　従来の光電変換領域を有する太陽電池は、太陽光を出来るだけ多く太陽電池内部に取り
込もうとして太陽電池表面にピラミッド断面形あるいは上下逆ピラミッド断面形の凹凸（
テクスチャー）を設けている。しかし、まだ電力会社から購入する電気を代替するほどの
経済性には至っていない。太陽エネルギーの電気への変換効率の向上への取り組みが望ま
れている。現在の太陽エネルギーの電気への変換効率はおおよそ次である。多結晶Ｓｉ型
太陽電池セルの光電変換効率は高いもので１９％程である。一般的に結晶シリコン型は１
５％程、薄膜シリコン型は１０％程である。
【０００５】
　光電変換装置には太陽電池、イメージセンサー等がある。図２はそのような光電変換装
置の一例である表面凹凸付き結晶系太陽電池の従来例を示す断面図である。１は裏面電極
層、２は酸化膜、３はｐ型半導体、４はｐ＋拡散層、５はｎ型半導体、６はｎ＋拡散層、
７は透明電極層（ＩＴＯ電極膜等）、８は取り出し電極である。
【０００６】
　図２に例示のように従来の太陽電池は太陽電池表面にピラミッド断面形あるいは上下逆
ピラミッド断面形の凹凸（テクスチャー）を該太陽電池表面の平板方向に繋がる様に設け
ている。
【０００７】
　先行技術文献と本願発明との対比について説明する。
先行技術文献全体として言えることは、該先行技術文献のいづれについても本願発明の一
次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。前記括れにつ
いての定義と、前記太陽光入射方向についての詳しい説明は、段落［００１２］に記載す
る。
【０００８】
個別の先行技術文献について本願発明と対比すると、特許文献１には薄膜太陽電池につい
てＰ型単結晶シリコン板の上に凹凸形状を形成する提案がされている。凹凸は発電層への
斜め入射で光の進む距離が長くなり、光の閉じ込めが良好に行われるとしている。特許文
献１に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽
光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。また、本願発明の様
な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献２には入射光
を電荷に変換する光電変換領域を有する固体光電子装置において光電変換領域の上方部に
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下側からの光に対して反射機能を持つ反射膜を形成してなり、光電変換領域に入射した光
（電磁波）が光電変換領域・反射膜間にて反射を繰り返すように構成されてなることを特
徴とする固体光電子装置という提案がなされている。光電変換領域の上面と下面の少なく
とも一方を互いに異なる向きをもった複数面で構成したことを特徴としている。特許文献
２に記載の凹凸はＶ字またはＵ字あるいは半円形を形成するが光電変換領域表面の平板方
向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる
光電変換装置とは異なる。また、本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を
設けてなる言及は無い。特許文献３には複数の光電変換セルが所定の距離を隔てて複数配
置され、隣接する光電変換セル同士を電気的に直列に接続した光電変換装置において、隣
接する第１の領域間に挟まれる領域を第２の領域とした場合に、第２の領域は、絶縁性透
明基板の第２の領域に入射する光の進路を光電変換層の方向に変えるように形成された構
成を有する光電変換装置という提案がなされている。特許文献３に記載の凹凸は太陽電池
表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体
を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ
形体を設けてなる言及は無い。特許文献４には絶縁透光性基板上に透明導電性材料からな
る表面電極層と、バンドギャップの異なる光電変換層を基板面に垂直な方向に複数含む光
電変換体と、裏面電極層と、を含むセルが複数配列して形成されるとともに、裏面電極層
が形成される光電変換体側面は、側面の下部と表面電極層との交点を含み基板上に垂直に
形成した面との間の距離が基板から離れるにしたがって大きくなるように形成されている
光電変換装置という提案がなされている。特許文献４に記載の凹凸は本願発明の一次太陽
光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次
太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献５には、太陽電池ア
センブリは半導体層を積層した光電変換素子へ入射光を反射して集束させる反射凹面の底
部又はその上部に、前記光電変換素子が配置され、前記光電変換素子に前記入射光が到達
する途中に、その光の一部を波長変換する蛍光剤またはリン光材が配置されているという
提案がなされている。特許文献５に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる
形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは
異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。
特許文献６には導電性基板と該導電性基板の一主面に多数個接合され、表層に導電型の半
導体部を有し、かつ表面が複数の凸部を有する凹凸構造を成した導電型の半導体部を有す
る結晶半導体粒子と、導電型の半導体部と部分的に接続された透光性導電層と、を備えた
光電変換装置という提案がなされている。特許文献６に記載の凹凸は太陽電池表面の平板
方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてな
る光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設け
てなる言及は無い。特許文献７には透明絶縁基板の表面に凹凸構造を有することを特徴と
する薄膜太陽電池という提案がなされている。特許文献７に記載の凹凸は太陽電池表面の
平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設け
てなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を
設けてなる言及は無い。特許文献８には絶縁性透光基板上に透明導電膜からなる第１電極
層と、半導体膜からなり光電変換を行う光電変換層と、光を反射する導電膜からなる第２
電極層と、がこの順で積層されてなる複数の光電変換セルが配設されるとともに、隣接す
る前記光電変換セル同士が電気的に直列接続された薄膜光電変換装置であって、前記絶縁
性透光基板が略正多角形状を呈し、前記光電変換セルは、前記絶縁性透光基板の面内方向
において前記絶縁性透光基板の略中心部から外周に向かって放射線状に配置された扇形の
形状を呈すること、を特徴とする薄膜光電変換装置という提案がなされている。特許文献
８に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で、本願発明の一次太陽光
入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる。本願発明の様な一次太
陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。特許文献９には絶縁性透光基板
上に、透明導電膜からなる第１電極層と、非晶質半導体膜からなり光電変換を行う第１発
電層と、微結晶質半導体膜からなり光電変換を行う第２発電層と、光を反射する導電膜か
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らなる第２電極層と、がこの順で積層された薄膜太陽電池であって、前記第１電極層は、
前記第１発電層側の表面に凹凸形状を有し、前記第１発電層は、前記第１電極層の凹凸形
状に対応して前記第２発電層側に凹凸形状が形成され、その凸部の上面が前記絶縁性透光
基板の面内方向と略平行な面とされていること、を特徴とする薄膜太陽電池という提案が
なされている。特許文献９に記載の凹凸は太陽電池表面の平板方向に繋がってなる形状で
、本願発明の一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる光電変換装置とは異なる
。本願発明の様な一次太陽光入射方向に対して括れ形体を設けてなる言及は無い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平１１－４０８３２号公報
【特許文献２】特開第２０００－２０８７４７号公報
【特許文献３】特開第２００９－２３１４９９号公報
【特許文献４】特開第２００９－２８９８１７号公報
【特許文献５】特開第２００９－２０６２１２号公報
【特許文献６】特開第２００９－２０６４６９号公報
【特許文献７】特開第２００９－２２４４２７号公報
【特許文献８】特開第２００９－２９５９４３号公報
【特許文献９】特開第２０１０－６２３０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　解決しようとする問題点は、従来の光電変換領域を有する太陽電池は、太陽光を出来る
だけ多く太陽電池内部に取り込もうとして太陽電池表面にピラミッド断面形あるいは上下
逆ピラミッド断面形の凹凸（テクスチャー）を設けているが、まだ電力会社から購入する
電気を代替するほどの経済性には至っていない点である。前記の光電変換効率のように従
来の凹凸付き太陽電池では大部分の光エネルギーは活用出来ていないという問題がある。
【００１１】
　本発明はこのような問題点を解決すべく為されたものであり、入射光の閉じ込め作用に
優れる形体の光電変換装置であり、一次太陽光入射単位面積当たりについて、より大きな
出力エネルギーを得ることができる光電変換装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　ここで、本願発明における括れの定義について説明する。図４は本願発明の特徴である
括れの定義を示した図である。日射量が最も多い本願装置の真上方向からの光入射を基準
として、つまりｎ型半導体５に対して光入射基準方向１１の位置関係となるように前記装
置を設置し、太陽光の一般的光路変化である、前記光入射基準方向に対しての光入射角が
プラス９０度、マイナス９０度の範囲を考慮に入れて、前記装置を使用想定する場合に、
１次入射光を電子等の電荷に変換する光電変換領域を有する受光素子部に、１次入射光の
進行方向に対して、前記光電変換領域、例えばｎ型半導体５が１次入射光の進行方向に沿
って形を成す曲線において、前記曲線上に任意の２点、１２、１３を取る。前記２点、１
２、１３を通る仮想の直線を設けると、点１３を点１２に限りなく近づけた時の極限が、
点１２における接線である。また、点１２を点１３に限りなく近づけた時の極限が、点１
３における接線である。前記点１２、点１３における接線の傾きについて、前記１次入射
光側の点１２の接線１４の傾きを、正とすると、前記残りの本願装置の基板寄りの点１３
の接線１５の傾きが負となるように設けてなる形を括れと定義する。本発明は、入射光を
電気に変換する光電変換領域を有する光電変換装置において、超高効率光電変換を可能と
するため、一次太陽光入射方向に対してシリコン系材料を使用する括れ形成部９、および
括れの下方側に形成してなる抉れ部１０を設けてなる外壁を設けて、光電変換領域が前記
括れ形体状に設けてなり、一次太陽光入射単位面積当たりの実効光電変換表面積をより大



(17) JP 2012-64910 A 2012.3.29

きく設けてなり、光路長をより大きく設けてなり、一次太陽光入射方向側に返す光をより
少なくする形体で、前記入射光を光電変換することを主要な特徴とする。
【００１３】
請求項１の光電変換装置によれば、前記主要な特徴を備えているので、光の利用効率を高
めることができる。
【発明の効果】
【００１４】
請求項１の光電変換装置によれば、一次太陽光入射単位面積当たりの実効光電変換表面積
がより大きくなり、加えて、一次太陽光入射方向側に返す光をより少なくすることができ
るので、光の利用効率を高めることができる。従って、エネルギー変換効率が高くなるこ
とで、出力当たりの単価が改善され、出力の増加に伴って、経済性を高めることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明光電変換装置の一つの実施例で、請求項１の例を示す断面図である。
【図２】光電変換装置の従来例を示す断面図である。
【図３】本発明光電変換装置の一つの実施例で、請求項１の例を示す斜視図である。
【図４】本発明光電変換装置の括れの定義を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は一次太陽光入射方向に対して光電変換領域に括れ形体を設けて、入射した光を
入射元の方向に、より反射させないように構成されてなる。より具体的には、きのこ柱状
に、括れと、前記括れの下方側に抉れを設けてなる光電変換領域を形成する態様が好適で
ある。前記括れは、傘状または軒状あるいはその庇状の構造で形成しても良い。前記括れ
の下方側に形成する抉れ形状は砲弾断面形、あるいは上下逆さＪ字状のステッキのように
曲がる態様にしても良い。前記きのこ柱状の頭部は、球形、円錐形、多角錐等が良く、傾
斜面の角度は大きく尖らす態様を形成すると好適である。
【実施例】
【００１７】
　以下、本発明を図示実施例に従って説明する。図１は、きのこ柱形体を設けてなる本光
電変換装置の一つの実施例である。本光電変換装置の大きな特徴はｐ型半導体３とｎ型半
導体４の接合で形成される光電変換領域が括れ形体を設けてなることである。ｐ型半導体
３に括れ形成部９、および括れの下方側に形成してなる抉れ部１０を形成する。次にｐ型
半導体３とｎ型半導体４の接合を形成し、しかる後、ｎ＋拡散層と、透明電極層７を形成
してなる。次にｐ型半導体３の裏面に酸化膜２と、ｐ＋拡散層４と、裏面電極層１を形成
してなる。
【００１８】
　このような、きのこ柱形体を設けてなる本光電変換装置によれば、外部からの一次入射
太陽光は、きのこ柱形体の頭部の光電変換層に入射して、前記太陽光は光電変換される。
きのこ柱形体の横を通過した一次入射太陽光については、きのこ柱形体の土台側の光電変
換層に入射して、前記太陽光は光電変換される。前記太陽光の一部は反射を繰り返す。そ
の際、きのこ柱形体に設けてなる括れ形成部９、および括れの下方側に形成してなる抉れ
部１０は反射光を閉じ込めて、一次太陽光入射方向側に返す光をより少なくする機能を果
たす。というのは、きのこ柱形体に設けてなる括れ形成部９、および括れの下方側に形成
してなる抉れ部１０が入射光を前記抉れ部の奥側へ導く作用を生ぜしめるからである。
【００１９】
　尚、太陽電池の製造プロセスは、蒸着、露光、蝕刻（エッチング）など、従来からの、
半導体、液晶パネルの製造プロセスを踏襲しており、前記括れ形成部９、および括れの下
方側に形成してなる抉れ部１０を形成することは、ＣＶＤ法や選択式露光、等方性エッチ
ング、選択式エッチング、あるいはＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　
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Ｐｏｌｉｓｈｉｎｇ：化学的機械研磨）法であるダマシン法やデュアルダマシン法を選択
的に駆使して形成することが出来る。次に詳しく説明する。シリコン系は結晶の状態によ
り結晶シリコンと薄膜シリコンに分類できる。結晶シリコンは単結晶シリコンと多結晶シ
リコンに分類できる。薄膜シリコンは微結晶シリコンとアモルファス（非晶質）シリコン
に分類できる。シリコン系の結晶型の違いはシリコンの結晶粒界面、つまり結晶欠陥の数
の違いであり、結晶欠陥の少ない順に、単結晶シリコン、多結晶シリコン、微結晶シリコ
ン、アモルファス（非晶質）シリコンとなる。一般的に前記結晶欠陥の数が少ない、およ
び前記結晶欠陥に伴う不純物の数が少ないほど太陽電池の変換効率は高くなる。つまり、
結晶欠陥が多いほど、電気が効率良く流れなくなる。本願発明の括れをどのように生成す
るかを詳しく説明する。本光電変換装置の基板にｐ型半導体３を使用する。結晶シリコン
太陽電池は一般的に高純度シリコンインゴットからシリコンウエーハという薄い板状にし
たものを使用する。薄膜シリコンの場合はシリコンウエーハもしくはガラス基板などが使
用される。ｐ型半導体３はホウ素原子をｐ型不純物として熱拡散により混ぜて作る。薄膜
シリコンの場合は一般的にプラズマＣＶＤ（化学的気相成長法）装置を使用して、シラン
ガスを放電により分解し、結晶シリコンやガラスなどの基板に化学的にシリコンを付着さ
せる。次いで、ホウ素原子をｐ型不純物として熱拡散により混ぜて作り、ｐ型半導体３を
形成する。次に括れ形成について説明する。結晶シリコンでは、前記状態のｐ型半導体３
の表面にフォトリソグラフィを使用して、露光の深さ方向のフォーカス位置をずらすこと
で、レジストのパターンプロファイルが少々肩部が垂れる形状になることを利用してパタ
ーンを形成し、次にウエットまたはドライエッチングを行って、きのこ柱状の頭部側を形
成できる。あるいは、前記状態のｐ型半導体３の表面を薄く酸化した後、シリコンナイト
ライド膜をＣＶＤで堆積する。次いでフォトリソグラフィを使用してパターンを形成した
後に、シリコンナイトライド膜をウエットまたはドライエッチングする。レジストを除去
し、残ったシリコンナイトライド膜をマスクにして、前記酸化膜をフッ酸でエッチングす
る。次いで異方性エッチングをするとＶ字的形状に形成される。一般的にはＫＯＨ－ＩＰ
Ａ系水溶液が知られている。残った酸化膜とシリコンナイトライド膜はウエットまたはド
ライエッチングする。この方法でも、きのこ柱状の頭部側を形成できる。次いでフォトリ
ソグラフィを使用して前記Ｖ字的形状の開口パターンより小さいパターンをレジストで形
成した後に、等方性エッチングのドライエッチングまたはウエットエッチングをする。エ
ッチングが回り込むことによって、アンダーカット（サイドエッチング）が得られる。次
いでレジストは除去する。このようにして括れ形成部９を得ることができる。エッチング
底面も同時に波形状を得ることができる。薄膜シリコンの場合は、前記薄膜シリコンのｐ
型半導体３を形成後に前記結晶シリコンと同様に、エッチングを２段階に行って、括れ形
成部９を得ることができる。あるいは、前記プラズマＣＶＤ装置を使用して、シランガス
を放電により分解し、結晶シリコンやガラスなどの基板に、化学的にシリコンを付着させ
た後に、酸化膜またはシリコンナイトライド膜を堆積し、次いでフォトリソグラフィを使
用してパターンを形成した後に、前記パターンをマスクにして前記酸化膜または前記シリ
コンナイトライド膜をドライエッチングすると、開口が得られる。次いで前記プラズマＣ
ＶＤ装置を使用して、シランガスを放電により分解し、前記開口パターン形成済の酸化暎
またはシリコンナイトライド膜上に化学的にシリコンを付着させる。次いで、余分な薄膜
シリコンをＣＭＰして、薄膜シリコン柱を形成する。次いで、前記薄膜シリコン柱を形成
済みの上面に、酸化膜またはシリコンナイトライド膜を堆積し、次いで、フォトリソグラ
フィを使用して前記薄膜シリコン柱の上面サイズより少々大きいレジストパターンを形成
した後に、前記レジストパターンをマスクにして前記酸化膜または前記シリコンナイトラ
イド膜をドライエッチングする。次いで、前記プラズマＣＶＤ装置を使用して、シランガ
スを放電により分解し、前記パターン形成済の酸化膜またはシリコンナイトライド膜上に
化学的にシリコンを付着させる。次いで、余分な薄膜シリコンをＣＭＰすると、Ｔ字状断
面形を成す薄膜シリコン柱が形成される。つまり、ダマシン法を２回行うことで、Ｔ字状
断面形を成す薄膜シリコン柱が形成される。あるいは、デュアルダマシン法を利用しても
良い。デュアルダマシン法を利用する場合は、前記プラズマＣＶＤ装置を使用して、シラ
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ンガスを放電により分解し、結晶シリコンやガラスなどの基板に、化学的にシリコンを付
着させた後に、第１の酸化膜を堆積し、次いで前記プラズマＣＶＤ装置を使用してシリコ
ンナイトライド膜を堆積し、さらに前記プラズマＣＶＤ装置を使用して第２の酸化膜を堆
積する。次いでフォトリソグラフィを使用してレジストパターンを形成した後に、前記レ
ジストパターンをマスクにして前記第２の酸化膜と、前記シリコンナイトライド膜と、前
記第１の酸化膜をドライエッチングして開口する。次いで、フォトリソグラフィを使用し
て前記開口より少々大きいレジスト開口パターンを形成した後に、前記レジストパターン
をマスクにして前記第２の酸化膜をドライエッチングする。前記第２の酸化膜の開口サイ
ズは、前記シリコンナイトライド膜と、前記第１の酸化膜の開口サイズより少々大きくな
る。これはシリコンナイトライド膜のエッチング速度が酸化膜のエッチング速度に比べて
十分小さく、シリコンナイトライド膜がエッチングストップの作用を生じるからである。
次いで、前記プラズマＣＶＤ装置を使用して、シランガスを放電により分解し、前記パタ
ーン形成済の酸化膜またはシリコンナイトライド膜上に化学的にシリコンを付着させる。
次いで、余分な薄膜シリコンをＣＭＰすると、Ｔ字状断面形を成す薄膜シリコン柱が形成
される。前記Ｔ字状断面形を成す薄膜シリコン柱の表面に、フォトリソグラフィを使用し
て、露光の深さ方向のフォーカス位置をずらすことで、レジストのパターンプロファイル
が少々肩部が垂れる形状になることを利用してパターンを形成し、次に、ウエットまたは
ドライエッチングを行って、きのこ柱状の頭部側を形成できる。次いで、フォトリソグラ
フィを使用して、きのこ柱状の頭部サイズと同等の開口パターンをレジストで形成した後
に、等方性エッチングのドライエッチングまたはウエットエッチングをする。エッチング
が回り込むことによって、アンダーカット（サイドエッチング）が得られる。次いでレジ
ストは除去する。このようにして括れ形成部９を得ることができる。エッチング底面も同
時に波形状を得ることができる。ｐ型半導体３に括れ形成部９および括れの下方側に形成
してなる抉れ部１０を得た後は、ｎ型半導体５を作る。ｎ型半導体５はリン元素をｎ型不
純物として熱拡散により混ぜて作る。前記ｐ型不純物、ｎ型不純物濃度を微調整するとき
は、フォトリソグラフィを使用してパターンを形成し、前記レジストパターンをマスクに
してホウ素イオンやリンイオンを使用してイオン注入を行う。前記イオン注入後に、ｐ＋
拡散層４やｎ＋拡散層６が得られる。その後に加熱アニールにより、結晶性を整えてｐｎ
接合ができる。ｐ＋拡散層４を作るためのリンイオン注入の実施順は、加熱アニールの前
であれば良い。次に、光が当たるｎ型半導体５に、蒸着等を利用してＩＴＯ等の透明電極
層７をつける。次に、蒸着等を利用して全面にアルミニウムやＡｇ等をつける。次いで、
フォトリソグラフィを使用してパターンを形成し、次いで、ドライエッチング等で取り出
し電極８を形成する。裏面については残していた酸化膜２に、フォトリソグラフィを使用
してパターンを形成し、裏面からの電極取り出しのパターンを形成する。次いで、スクリ
ーン印刷や蒸着を使用して、裏面電極層１を形成する。前記裏面電極層１については、一
般的にアルミニウムやＡｇ等の使用が知られている。
【００２０】
　前記方法により形成した前記括れ形成部９、および括れの下方側に形成してなる抉れ部
１０を前記光電変換領域に設けることで、太陽光の入射方向から観察すると、本光電変換
装置は、より黒体様に見えることになる。
【００２１】
本願発明によって、一次太陽光入射単位面積当たりの実効光電変換表面積をより大きく設
けてなり、光路長をより大きく設けてなり、一次太陽光入射方向側に返す光をより少なく
する形体にすることができる。
【符号の説明】
【００２２】
１・・・裏面電極層
２・・・酸化膜
３・・・ｐ型半導体
４・・・ｐ＋拡散層
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５・・・ｎ型半導体
６・・・ｎ＋拡散層
７・・・透明電極層
８・・・取り出し電極
９・・・括れ形成部
１０・・・括れの下方側に形成してなる抉れ部
１１・・・光入射基準方向
１２・・・光電変換領域が１次入射光の進行方向に沿って形を成す曲線における前記曲線
上の任意の点
１３・・・光電変換領域が１次入射光の進行方向に沿って形を成す曲線における前記曲線
上の点１２から少し離れた下方側の前記曲線上に位置する点
１４・・・括れを定義するための点１２における接線
１５・・・括れを定義するための点１３における接線
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

